
お知らせ

平成22年12月15日号25

e
L
T
A
X（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）の

ご
利
用
に
つ
い
て

　　

経
済
産
業
省
で
は
、
工
業
統
計
調
査
を

12
月
31
日
現
在
で
実
施
し
ま
す
。

　

調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
本
年
12

月
か
ら
来
年
１
月
に
か
け
て
調
査
員
が
お

伺
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
票
に
記
入
し
て
い
た
だ
い

た
内
容
に
つ
い
て
は
、
統
計
法
に
基
づ
き

秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
正
確
な
ご

記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

  〈
経
済
産
業
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〉

　
　
　

http://w
w
w
.m
eti.go.jp/statistics/

■
問
い
合
わ
せ

　

企
画
政
策
課
統
計
係

　
　
　
（
２
３
）１
９
５
１

　

大
田
原
と
う
が
ら
し
の
郷
づ
く
り
推
進

協
議
会
で
は
、『
と
う
が
ら
し
』
を
テ
ー
マ

に
さ
ま
ざ
ま
な
町
お
こ
し
事
業
を
展
開
し

て
い
ま
す
。こ
の
一
環
と
し
て
、
市
内
に
農

地
を
持
っ
て
お
り
、
と
う
が
ら
し
を
栽
培

し
て
く
だ
さ
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

●
説
明
会
の
開
催

　

平
成
23
年
２
月
上
旬
に
開
催
予
定

●
申
込
方
法　

と
う
が
ら
し
に
興
味
の
あ

　

る
方
、
栽
培
を
希
望
す
る
方
は
、
平
成
23

　

年
１
月
末
ま
で
に
、
事
務
局
ま
で
電
話

　

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
受
付
は
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
午
前
９

　

時
〜
午
後
５
時

■
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
と
う
が
ら
し
の
郷
づ
く
り
推
進
協
議
会

　

大
田
原
と
う
が
ら
し
生
産
者
の
会

　

事
務
局　

大
田
原
商
工
会
議
所
内　

嶋
村

　
　
　
（
２
２
）２
２
７
３

　

償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人
で
工
場

や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
方
が
事
業

の
た
め
に
所
有
し
て
い
る
事
業
用
資
産
を

い
い
ま
す
。

　

償
却
資
産
を
お
持
ち
の
方
は
、
平
成
23

年
１
月
１
日
現
在
の
資
産
の
状
況
に
つ
い

て
、
１
月
31
日
（
月
）
ま
で
に
申
告
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
課
税
対
象
と
な
る
主
な
償
却
資
産

①
構
築
物（
舗
装
路
面
、
フ
ェ
ン
ス
、
看
板
、

　

受
変
電
設
備
、煙
突
、鉄
塔
な
ど
）

②
機
械
お
よ
び
装
置（
旋
盤
、
ポ
ン
プ
、
各

　

種
製
造
設
備
の
機
械
・
装
置
な
ど
）

③
車
両
お
よ
び
運
搬
具（
貨
車
、
客
車
、
大

　

型
特
殊
自
動
車
な
ど
）

④
工
具
、器
具
、備
品（
パ
ソ
コ
ン
、医
療
機

　

器
、測
定
工
具
、机
、い
す
な
ど
）

●
課
税
対
象
と
な
ら
な
い
償
却
資
産

①
耐
用
年
数
１
年
未
満
の
資
産
ま
た
は
取

　

得
価
格
が
10
万
円
未
満
の
資
産
で
法
人

　

税
法
な
ど
の
規
定
に
よ
り
一
時
に
損
金

　

算
入
さ
れ
た
も
の（
い
わ
ゆ
る
少
額
償

　

却
資
産
）

②
取
得
価
格
が
20
万
円
未
満
の
資
産
で
法

　

人
税
法
な
ど
の
規
定
に
よ
り
３
年
間
で

　

一
括
し
て
均
等
償
却
す
る
も
の（
い
わ

　

ゆ
る
一
括
償
却
資
産
）

③
法
人
税
法
第
64
条
の
２
第
１
項
・
所
得

　

税
法
第
67
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る

　

リ
ー
ス
資
産
で
取
得
価
額
が
20
万
円
未

　

満
の
も
の

④
自
動
車
税
お
よ
び
軽
自
動
車
税
の
対
象

　

と
な
る
も
の

⑤
無
形
減
価
償
却
資
産（
特
許
権
、
漁
業
権

　

な
ど
）

※
①
、②
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
個
別
の
資

　

産
ご
と
の
耐
用
年
数
に
よ
り
通
常
の
減

　

価
償
却
を
行
っ
て
い
る
も
の
は
課
税
の

　

対
象
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
資
産
税
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
２
６

　

12
月
20
日
か
ら
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス

テ
ム「
e
L
T
A
X（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）」で

利
用
で
き
る
税
目
が
追
加
と
な
り
ま
す
。

　

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
と
は
、
申
告
や
各
種
申

請
を
電
子
的
に
行
え
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
自
宅
や
事
業
所
な
ど
の

パ
ソ
コ
ン
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
し

て
税
の
申
告
や
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。詳
し
く
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
ご
利
用
の
手
続
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
先

　
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

製
造
事
業
所
の
皆
様
へ

工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

固
定
資
産
税
償
却
資
産
の
申
告

〜
と
う
が
ら
し
の
郷  

再
発
見
〜

と
う
が
ら
し
の
新
規
栽
培
者
を
募
集

税　　目 手　続　き 担当窓口 電話番号

税　　目 手　続　き 担当窓口 電話番号

個人住民税

個人住民税

法人市民税

固定資産税

申請・届出

給与支払報告

給与支払報告

中間・確定申告

償却資産申告

税務課市民税係 （２３）８７２５

税務課市民税係 （２３）８７２５

税務課市民税係 （２３）８７２５

税務課資産税係 （２３）８７２６

法人設立、異動届出、特別徴収義務
者の変更届など

○12 月 19 日（日）まで

○12 月 20 日（月）から


